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本章では、計画の策定の背景・目的、計画の位置づけ、計画区域、計画期間、計画全体の構成
について整理します。 
 
 

 

（１）立地適正化計画策定の背景 

全国的な人口減少及び少子高齢化を背景として、高齢者や子育て世代をはじめとした全ての
世代の方が安心して快適に暮らし続けることができる生活環境や持続可能な都市経営の実現な
どが近年のまちづくりにおける課題となっています。 
こうした中、人口減少局面でも持続可能な都市を構築するために、平成 26(2014)年８月の

改正都市再生特別措置法において立地適正化計画制度を創設し、「コンパクト・プラス・ネット
ワーク」のまちづくりを推進しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１－１ 計画策定の背景・目的 

第１章 立地適正化計画の概要 

図 1-1 コンパクト・プラス・ネットワークのねらい 
資料：国土交通省資料（一部加工） 
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（２）立地適正化計画とは 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条第１項の規定に基づき、市町村が都市計画
区域内において住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために作成できるものとされ
ています。 
都市計画法に基づく従来の土地利用の計画に加えて、「コンパクト・プラス・ネットワーク」

の考え方のもと、居住と居住に関わる商業、医療、福祉などの生活利便施設が適切に立地する
よう時間をかけながら緩やかな誘導を図り、公共交通と連携した持続可能でコンパクトなまち
づくりを推進する計画です。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 1-2 立地適正化計画のイメージ 

立地適正化計画区域 
（都市計画区域全域） 

市街化区域 

居住誘導区域 
（市街化区域内で設定） 

⇒人口密度を維持し、生活サービスや公共施設 
などが持続的に確保されるよう、居住を誘導 
すべき区域を設定 

⇒防災指針において、居住誘導区域内の災害 
リスクを分析し、必要な防災・減災対策を設定 

都市機能誘導区域 
（原則、居住誘導区域内で設定） 

⇒商業、医療、福祉などの生活利便施設を 
都市の拠点に誘導して集積することで 
各種サービスの効率的な提供を図る 
区域を設定 

誘導施設 
（都市機能誘導区域に設定） 

⇒地域の特性などに応じて必要な 
都市機能を検討し、立地を誘導 
すべき施設を設定 

公共交通ネットワーク 

⇒市内各所と拠点間や居住誘導 
区域内の円滑な移動が可能と 
なる公共交通ネットワークの形成 
（地域公共交通計画と連携） 
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（３）立地適正化計画策定の目的 

本市の人口動向の実績は増加基調にあり、市街化区域においては一定程度の人口集積（人口
密度）が確保されています。また、和光市駅周辺や市庁舎周辺などにおいて多様な都市機能が
集積しています。 
一方で、将来的には人口は停滞・減少に転じることが想定され、少子高齢化が進行すること

も見込まれます。そのため、持続可能な住宅地の形成と市民にとって利便性の高い都市機能の
適切な配置や拠点への誘導が必要となります。 
このような状況を踏まえ、立地適正化計画の策定により義務付けられる届出制度や活用可能

となる補助制度などを用いて、和光市駅周辺で必要となる施設の誘導や利便性の高いエリアへ
の居住の誘導を図りながら、「和光市都市計画マスタープラン 2022～2041」（以下、「和光市都
市計画マスタープラン」とします）などに基づくコンパクトで利便性の高い都市づくりに向け
た取組を更に具体化し進展させるため、立地適正化計画を策定するものです。 

 
 

 

 
和光市立地適正化計画は、埼玉県が策定する「和光都市計画 都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針」や、和光市の最上位計画である「第五次和光市総合振興計画」に即して定められ
た本市のまちづくりの方針である「和光市都市計画マスタープラン」に即しています。 
「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造の実現を目指し、公共交通ネットワーク

の形成に向けた取組などを整理した「和光市地域公共交通計画」とも十分な連携を図ります。 
また、都市機能及び居住に関する事項について総合的な取組を進めていくため、多様な分野

と連携を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1-3 上位・関連計画との関係性 

１－２ 計画の位置づけ 

即す 

連携分野 

即す 

和光市 上位計画 埼玉県 

第五次和光市総合振興計画 
和光都市計画 都市計画区域の 
整備、開発及び保全の方針 

和光市都市計画マスタープラン 
2022～2041 

和光市立地適正化計画 和光市地域公共交通計画 

即す 

環 境 

子育て 

教 育 

防 災 住 宅 

産 業 

医 療 公共施設再編 福 祉 

中心市街地活性化 公共交通 

連携 

立地適正化計画による生活利便施設や居住の適切な誘導と、地域公共交通計画による
公共交通ネットワークの形成が連携した「コンパクト・プラス・ネットワーク」の推進 
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立地適正化計画の計画区域は、都市全体を

見渡す観点から都市計画区域全域とするこ
とが基本とされています。 
本市においても、市内全域の状況を踏まえ

た検討や施策を講じていく必要があるため、
都市計画区域全域である市内全域を本計画
の対象とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
立地適正化計画は、長期を展望した都市の姿を定めていく計画であることから、計画期間は

令和 6(2024)年度から令和 25(2043)年度までのおおむね 20年間です。 
 
 

  

１－３ 計画区域 

１－４ 計画期間 

年 度 
R3 

(2021) 

R４ 

(202２) 

R５ 

(202３) 

R６ 

(202４) 

R７ 

(202５) 
… 

R1２ 

(2030) 
… 

R2３ 

(2041) 

R2４ 

(2042) 

R2５ 

(2043) 
… 

和光市総合振興計画 

            

和光市都市計画 

マスタープラン 

            

和光市立地適正化計画 

            

 

第五次和光市総合振興計画 
 （計画期間：１０年間) 

和光市都市計画マスタープラン 
 （計画期間：２０年間) 

和光市立地適正化計画 
 （計画期間：２０年間) 

 

改 

訂 

改 

訂 

改 

訂 

 

 

 

即す 

即す 

図 １-４ 本計画の計画区域 

図 １-５ 本計画の計画期間 
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本計画の全体の構成、各章の内容は以下のとおりです。 

 
 
 
 

１－５ 計画全体の構成 

第１章 立地適正化計画の概要 

策定の背景・目的、位置づけ、計画期間などを示します。 

第２章 市の現況と都市構造上の課題 

本計画を検討する上での前提となる現況や、都市構造上の課題を示します。 

第３章 立地適正化計画で目指す将来の姿 

本計画が目指すべき立地適正化計画におけるまちづくりの方針や、都市の骨格構造を示します。 

第４章 都市機能誘導区域・誘導施設 

都市の骨格構造で示した拠点に対して
設定を行う都市機能誘導区域と、都市機
能誘導区域に設定する誘導施設を示し
ます。 

第５章 居住誘導区域 

本市のうち人口の維持・誘導を図る 
居住誘導区域を示します。 

第６章 防災指針 

主に居住誘導区域における災害リスクを 
評価します。 
その上で必要と考えられる防災・減災に 
対する取組施策を示します。 

第７章 誘導施策 

都市機能及び居住の誘導を行うための 
施策や、公共交通ネットワークに関する 
施策を示します。 

第８章 評価指標と進行管理 

本計画の進捗状況を確認するための評価指標や進行管理などを示します。 

都市機能誘導区域、居住誘導区域や 
誘導施設の設定 

本計画により取り組むべき施策の設定 

市全体の活力をけん引する拠点における都市機能の集積と魅力的な空間の形成 都市機能誘導 

〈まちづくりの方針〉 

居住誘導 

公共交通ネットワーク 

多世代が暮らし続けられる安全・快適な住環境の形成 

拠点間及び居住地をつなぐ利便性の高い公共交通ネットワークの維持・充実 

図 １-６ 両誘導区域の設定範囲 
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